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一般社団法人 蔵前工業会 東京支部規程 

 

第 1 条 

 

 

 この支部は、一般社団法人蔵前工業会東京支部と称し、原則として東京都内在住又は

在職の蔵前工業会会員をもって組織する。なお、元在住又は元在職で本支部所属の

意思があれば、支部会員になることができる。 

 

第 2 条 

 

 この支部は、事務所を東京都内に置く。 

第 3 条 

 

 この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを

目的とする。 

 

第 4 条  この支部は、定款の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。 

(1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資

する事業 

(2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業 

(3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業 

(4) 講演会、見学会、交流会等の事業 

(5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業 

 

第 5 条  この支部の事業年度を 4月 1日から翌年の 3月 31日までとする。 

 

第 6 条 １ 
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この支部は、以下の支部役員を置く。 

支部長           1名 

幹事             30名以下 

支部監事          2名 

幹事の中から以下の専任の幹事を選ぶものとする。また、この他に副支部長を置くこと

ができる。 

支部事務局長        １名 

会計幹事            1名 

支部情報管理者      正１名、副 1名 

 

第 7 条 1 支部長は、支部の活動を統括し、及び支部総会の決議事項を執行し、本部事務局長

への報告を行う。 

 2 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 3 この支部は、支部長及び幹事から成る幹事会を置く。 

 4 幹事は、支部長を補佐し、支部総会で承認された事業計画他を遂行する。 

 5 

６ 

７ 

支部に事務局を置き、支部事務局長がこれを統括する。 

会計幹事は、支部の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。 

支部情報管理者は、本部事務局長と連携し、支部会員データを維持・更新する。 
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 ８ 支部監事は、支部会計の内部監査を担当する。決算報告は支部総会及び本部への報

告前に、支部監事の監査を受けなければならない。 

 

第 8 条 １ 支部長の任期は 2年とし、重任を妨げない。ただし、2期を目途とするが、重任を妨げる

ものではない。 

 2 支部長以外の支部役員の任期は、２年とし、重任は妨げない。ただし、2 期を目途とす

るが、重任を妨げるものではない。 

 3 任期中に支部役員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第 9 条  

 

この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び支部会員の拠出金（支

部会費等）をもって支弁する。ただし、支部会費は 1年 1000円とし、その徴収は本部事

務局長に委託して行うものとする。 

 

第 10 条 1 この支部は、毎年１回支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。た

だし、必要な場合には臨時支部総会を開くことができる。 

(1) 事業報告及び決算 

(2) 事業計画及び予算 

(3) 支部長及び支部役員人事 

(4) その他支部運営に関する事項 

 2 支部総会における決議事項は、出席者の過半数をもって決議する。 

 3 支部総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告を行う。 

 4 決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、幹事会の承

認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。 

 

附則 1 この規程の改廃は、幹事会で審議し、支部総会で承認の上、理事会に届出るものとす

る。 

 2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121条第 1項において読み替えて準用する同法第 106条第 1項に定める一般法人の

設立の登記の日から施行する。 

 

 


